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(57)【要約】
【課題】可動部が動作完了位置に変位した状態が検出さ
れなくなった場合であっても運転を継続できる産業用機
械装置を提供することを目的とする。
【解決手段】アクチュエータ（昇降モータ４２ｄ、パレ
ット操作モータ４５、切替えシリンダ６３）によって変
位する可動部（パレット支持テーブル４１、係止ロッド
４４、シャッタユニット６２）と、アクチュエータによ
って可動部が動作完了位置に変位したことを検出する可
動部検出部（テーブル検出センサ４３、引出し完了セン
サ４７、収納完了センサ４８、切替え位置センサ６４）
と、アクチュエータを制御する制御装置７０とを備える
。制御装置７０は、可動部検出部が可動部を検出するこ
とによってアクチュエータの動作完了を判断する第１の
運転モードと、可動部検出部による検出結果を無視して
若しくは参照することなくアクチュエータの動作完了を
判断する第２の運転モードのいずれかで制御を行う。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクチュエータによって変位する可動部と、
　前記アクチュエータによって前記可動部が動作完了位置に変位したことを検出する可動
部検出部と、
　前記アクチュエータを制御する制御部とを備え、
　前記制御部は、
　前記可動部検出部が前記可動部を検出することによって前記アクチュエータの動作完了
を判断する第１の運転モードと、前記可動部検出部による検出結果を無視して若しくは参
照することなく前記アクチュエータの動作完了を判断する第２の運転モードのいずれかで
制御を行う産業用機械装置。
【請求項２】
　前記アクチュエータがモータであり、前記第２の運転モードでは前記モータの回転量で
前記動作完了を判断する請求項１に記載の産業用機械装置。
【請求項３】
　前記アクチュエータがシリンダであり、前記第２の運転モードでは前記シリンダの動作
開始からの経過時間で前記動作完了を判断する請求項１に記載の産業用機械装置。
【請求項４】
　更に通知部を備え、前記制御部は、前記第２の運転モードで制御を行っていることを前
記通知部によって人に通知する請求項１に記載の産業用機械装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アクチュエータによって変位する可動部を備えた産業用機械装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、産業用機械装置のひとつとして、基板に部品を搭載して実装基板を生産する部品
実装装置が知られている。部品実装装置は、アクチュエータによって可動部を変位させる
ことによって所要の作業を行う機構部が多数組み込まれて構成されている（例えば、下記
の特許文献１参照）。この部品実装装置では、可動部が動作完了位置に変位した状態を検
出する可動部検出部（センサ）を備えており、制御部は、可動部検出部が可動部を検出す
ることによって、アクチュエータの動作完了を判断するようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－３２７２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の産業用機械装置では、可動部検出部が故障等することによって可
動部が動作完了位置に変位した状態を検出することができなくなった場合には、装置の運
転を停止せざるを得ず、生産性が低下するという問題点があった。
【０００５】
　そこで本発明は、可動部が動作完了位置に変位した状態が検出されなくなった場合であ
っても運転を継続できる産業用機械装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の産業用機械装置は、アクチュエータによって変位する可動部と、前記アクチュ
エータによって前記可動部が動作完了位置に変位したことを検出する可動部検出部と、前
記アクチュエータを制御する制御部とを備え、前記制御部は、前記可動部検出部が前記可
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動部を検出することによって前記アクチュエータの動作完了を判断する第１の運転モード
と、前記可動部検出部による検出結果を無視して若しくは参照することなく前記アクチュ
エータの動作完了を判断する第２の運転モードのいずれかで制御を行う。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、可動部が動作完了位置に変位した状態が検出されなくなった場合であ
っても運転を継続できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施の形態における部品実装装置の要部斜視図
【図２】本発明の一実施の形態における部品実装装置の要部側面図
【図３】（ａ）（ｂ）本発明の一実施の形態における部品実装装置が備えるトレイフィー
ダの斜視図
【図４】（ａ）（ｂ）本発明の一実施の形態における部品実装装置が備えるトレイフィー
ダが備えるマガジンをこれに収納されるパレットおよびトレイとともに示す斜視図
【図５】本発明の一実施の形態における部品実装装置が備えるトレイフィーダのパレット
支持テーブルの構成を示す側面図
【図６】（ａ）（ｂ）本発明の一実施の形態における部品実装装置が備えるトレイフィー
ダの動作を説明する側面図
【図７】（ａ）（ｂ）本発明の一実施の形態における部品実装装置が備えるトレイフィー
ダの動作を説明する側面図
【図８】本発明の一実施の形態における部品実装装置が備える搭載ヘッドの正面図
【図９】（ａ）（ｂ）本発明の一実施の形態における部品実装装置が備えるノズル交換台
の動作を説明する斜視図
【図１０】（ａ）（ｂ）本発明の一実施の形態における部品実装装置が備えるノズル交換
台の動作を説明する平面図
【図１１】本発明の一実施の形態における部品実装装置が備えるノズル交換台の斜視図
【図１２】本発明の一実施の形態における部品実装装置の制御系統を示すブロック図
【図１３】本発明の一実施の形態における部品実装装置が第１の運転モードで実行する場
合のパレットセット動作の流れを示すフローチャート
【図１４】本発明の一実施の形態における部品実装装置が第１の運転モードで実行する場
合のパレット収納動作の流れを示すフローチャート
【図１５】本発明の一実施の形態における部品実装装置が第１の運転モードで実行する場
合のシャッタユニットの開動作の流れを示すフローチャート
【図１６】本発明の一実施の形態における部品実装装置が第１の運転モードで実行する場
合のシャッタユニットの閉動作の流れを示すフローチャート
【図１７】本発明の一実施の形態における部品実装装置が第２の運転モードで実行する場
合のパレットセット動作の流れを示すフローチャート
【図１８】本発明の一実施の形態における部品実装装置が第２の運転モードで実行する場
合のパレット収納動作の流れを示すフローチャート
【図１９】本発明の一実施の形態における部品実装装置が第２の運転モードで実行する場
合のシャッタユニットの開動作の流れを示すフローチャート
【図２０】本発明の一実施の形態における部品実装装置が第２の運転モードで実行する場
合のシャッタユニットの閉動作の流れを示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図１は本発明の一実施の
形態としての部品実装装置１を示している。部品実装装置１は基板ＫＢに部品ＢＨを搭載
することで実装基板を生産する装置であり、産業用機械装置の一例を示すものである。こ
こでは説明の便宜上、基板ＫＢの搬送方向（作業者ＯＰから見た左右方向）をＸ軸方向と
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し、Ｘ軸方向と直交する水平方向（作業者ＯＰから見た前後方向）をＹ軸方向とする。ま
た、上下方向をＺ軸方向とする。
【００１０】
　図１において、部品実装装置１は、基台１１、基板搬送コンベア１２、トレイフィーダ
１３、ヘッド移動機構１４、搭載ヘッド１５、ノズル交換台１６、タッチパネル１７等を
備えている。基板搬送コンベア１２は基台１１上をＸ軸方向に延びており、部品実装装置
１の外部から送られてきた基板ＫＢを受け取ってＸ軸方向に搬送して所定の作業位置に位
置決めする。
【００１１】
　トレイフィーダ１３は、設定された部品供給位置１３Ｋ（図２）に部品ＢＨを供給する
装置である。トレイフィーダ１３は、図２および図３（ａ），（ｂ）に示すように、基台
１１に連結される台車２１上にマガジン２２とパレット移動機構２３を備えている。マガ
ジン２２内には複数のパレット収納部２２Ｈが形成されており、これら複数のパレット収
納部２２Ｈのそれぞれには、パレット３１が水平方向に挿抜自在に収納されている。各パ
レット３１にはトレイ３２が保持されており、トレイ３２には複数の部品ＢＨが整列状態
に並べられている（図４（ａ），（ｂ））。
【００１２】
　図２および図３（ａ），（ｂ）において、パレット移動機構２３は、パレット支持テー
ブル４１とパレット支持テーブル４１を昇降させるパレット昇降機構４２を有している。
パレット昇降機構４２は台車２１から上方に延びて設けられた左右の垂直支柱４２ａと左
右の垂直支柱４２ａの間をＺ軸方向に延びたテーブル移動用ボール螺子４２ｂを有してい
る。テーブル移動用ボール螺子４２ｂにはブロックナット４２ｃが螺合しており、パレッ
ト支持テーブル４１はブロックナット４２ｃに結合されている。
【００１３】
　図２および図３（ａ），（ｂ）において、台車２１上には昇降モータ４２ｄが設けられ
ており、テーブル移動用ボール螺子４２ｂは昇降モータ４２ｄによって回転される。昇降
モータ４２ｄがテーブル移動用ボール螺子４２ｂを回転させると、ブロックナット４２ｃ
がテーブル移動用ボール螺子４２ｂ上を上下方向に移動し、これによりパレット支持テー
ブル４１が台車２１に対して昇降する（図２および図３（ｂ）中に示す矢印Ａ）。従って
、昇降モータ４２ｄによるテーブル移動用ボール螺子４２ｂの回転制御（回転方向と回転
数の制御）を行うことで、パレット支持テーブル４１を所望の高さに位置させることが可
能である。昇降モータ４２ｄには、エンコーダ付きのモータやサーボモータ等が使用され
る。
【００１４】
　図２において、部品供給位置１３Ｋは、最上段に位置するパレット収納部２２Ｈの上方
の位置に設定されている。部品供給位置１３Ｋは、複数のパレット収納部２２Ｈのいずれ
かから引き出したパレット３１内の部品ＢＨを部品供給位置１３Ｋに供給するときの目標
位置であり、パレット３１を昇降させるアクチュエータとしての昇降モータ４２ｄにとっ
ての動作完了位置に相当する。
【００１５】
　図２において、台車２１にはテーブル検出センサ４３が設けられている。テーブル検出
センサ４３は例えば光センサから成り、部品供給位置１３Ｋに位置した状態のパレット支
持テーブル４１を検出する。このように本実施の形態において、テーブル検出センサ４３
は、アクチュエータ（昇降モータ４２ｄ）によって可動部（パレット支持テーブル４１）
が動作完了位置に変位したことを検出する可動部検出部となっている。
【００１６】
　図３（ｂ）において、パレット支持テーブル４１の上面には、Ｘ軸方向に延びた係止ロ
ッド４４が設けられている。係止ロッド４４はパレット支持テーブル４１上でＹ軸方向に
移動自在となっている（図３（ｂ）中に示す矢印Ｂ）。
【００１７】
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　図５に示すように、パレット支持テーブル４１内には、パレット操作モータ４５と、パ
レット操作モータ４５によって駆動されるロッド移動機構４６が設けられている。ロッド
移動機構４６は、パレット操作モータ４５の上方にＹ軸方向に延びて設けられたロッド移
動用ボール螺子４６ａ、ロッド移動用ボール螺子４６ａに螺合したナットブロック４６ｂ
、ナットブロック４６ｂに取り付けられて係止ロッド４４を支持するロッド支持部材４６
ｃを備えている。
【００１８】
　また、ロッド移動機構４６は、パレット操作モータ４５の駆動軸４５Ｊに取り付けられ
た駆動プーリ４６ｄ、ロッド移動用ボール螺子４６ａに連結された従動プーリ４６ｅおよ
び駆動プーリ４６ｄと従動プーリ４６ｅに掛け渡されたベルト部材４６ｆを備えている。
パレット操作モータ４５が駆動軸４５Ｊを回転させるとその回転力が駆動プーリ４６ｄ、
ベルト部材４６ｆおよび従動プーリ４６ｅを経てロッド移動用ボール螺子４６ａに伝えら
れ、ロッド移動用ボール螺子４６ａはパレット操作モータ４５の駆動軸４５Ｊの回転方向
に応じた方向に、駆動軸４５Ｊの回転量に応じた回転量で回転する。
【００１９】
　ナットブロック４６ｂはロッド移動用ボール螺子４６ａに貫通されているとともに、ロ
ッド移動用ボール螺子４６ａの軸線（Ｙ軸）回りの回動が規制された状態となっている。
このためナットブロック４６ｂは、ロッド移動用ボール螺子４６ａが回転すると、ロッド
移動用ボール螺子４６ａの回転方向に応じて、パレット支持テーブル４１上を、パレット
支持テーブル４１の後側（作業者ＯＰから離れる側）或いは前側（作業者ＯＰに近づく側
）へ、その姿勢を変えることなく移動する。そして、このナットブロック４６ｂの後側あ
るいは前側への移動により、ロッド支持部材４６ｃに支持された係止ロッド４４は、ナッ
トブロック４６ｂと一体となって、パレット支持テーブル４１上を後側或いは前側へ移動
する。パレット操作モータ４５の駆動軸４５Ｊの回転量は、パレット操作モータ４５が備
えるエンコーダによって検出されるようになっている。
【００２０】
　係止ロッド４４は、上記のようにしてパレット支持テーブル４１上をＹ軸方向に移動す
ることで、パレット収納部２２Ｈ内のパレット３１を引き出してパレット支持テーブル４
１に載せるパレット引出し動作と、パレット支持テーブル４１に載せたパレット３１をパ
レット収納部２２Ｈに収納するパレット収納動作とを行う。パレット引出し動作は、これ
から引き出そうとするパレット３１が収納されているパレット収納部２２Ｈの高さにパレ
ット支持テーブル４１を移動させて行い、パレット収納動作は、これからパレット３１を
収納させようとするパレット収納部２２Ｈの高さにパレット支持テーブル４１を移動させ
て行う。
【００２１】
　図５において、パレット支持テーブル４１に内には、引出し完了センサ４７と収納完了
センサ４８が設けられている。引出し完了センサ４７は、パレット収納部２２Ｈから引き
出されたパレット３１がパレット支持テーブル４１上に完全に引き出されたときの係止ロ
ッド４４の位置（引出し完了位置）に係止ロッド４４が位置した状態を検出（直接的には
ナットブロック４６ｂを検出）する。収納完了センサ４８は、パレット支持テーブル４１
上のパレット３１がパレット収納部２２Ｈ内に完全に収納されたときの係止ロッド４４の
位置（収納完了位置）に係止ロッド４４が位置した状態を検出（直接的にはナットブロッ
ク４６ｂを検出）する。
【００２２】
　パレット引出し動作では、係止ロッド４４が引出し完了位置に位置した状態を引出し完
了センサ４７が検出することで、パレット支持テーブル４１上にパレット３１が完全に引
き出された状態が検知される。一方、パレット収納動作では、係止ロッド４４が収納完了
位置に位置した状態を収納完了センサ４８が検出することで、パレット３１がパレット収
納部２２Ｈに完全に収納された状態が検知される。このように本実施の形態において、引
出し完了センサ４７および収納完了センサ４８は、パレット支持テーブル４１上でパレッ
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ト３１を移動させる係止ロッド４４が動作完了位置（引出し完了位置または収納完了位置
）に変位したことを検出する可動部検出部となっている。
【００２３】
　トレイフィーダ１３は、パレット収納部２２Ｈからパレット３１を引き出して部品供給
位置１３Ｋに供給する場合には、昇降モータ４２ｄを作動させてパレット支持テーブル４
１を昇降させ、パレット支持テーブル４１を目的とするパレット収納部２２Ｈの高さに移
動させる。そして、係止ロッド４４をパレット支持テーブル４１の後側（作業者ＯＰから
離れる側）に移動させ、係止ロッド４４を収納完了位置に位置させる。これにより係止ロ
ッド４４の両端部がパレット３１の２つの係止部３１ａに係止したら（図４（ａ）→図４
（ｂ））、係止ロッド４４をパレット支持テーブル４１の前側（作業者ＯＰに近づく側）
に移動させ、パレット３１をパレット収納部２２Ｈから引き出して（図６（ａ）中に示す
矢印Ｂ１）、パレット３１をパレット支持テーブル４１に載せる。パレット３１がパレッ
ト支持テーブル４１に載ったら昇降モータ４２ｄを作動させ、パレット支持テーブル４１
を部品供給位置１３Ｋの高さまで上昇させる（図６（ｂ）。図中に示す矢印Ａ１）。
【００２４】
　トレイフィーダ１３は、部品供給位置１３Ｋに位置させたパレット３１をマガジン２２
内に収納する（戻す）場合には、昇降モータ４２ｄを作動させてパレット支持テーブル４
１を下降させ（図７（ａ）中に示す矢印Ａ２）、パレット３１を目的とするパレット収納
部２２Ｈの高さの位置に位置させる（図７（ａ））。そして、係止ロッド４４を後側（作
業者ＯＰから離れる側）に移動させることによって、パレット支持テーブル４１上のパレ
ット３１をマガジン２２側に押し出し（図７（ｂ）中に示す矢印Ｂ２）、パレット収納部
２２Ｈに収納する（図７（ｂ））。
【００２５】
　図１において、ヘッド移動機構１４は、Ｙ軸方向に延びた固定ビーム１４ａ、Ｘ軸方向
に延びた可動ビーム１４ｂおよび可動ビーム１４ｂ上に設けられた移動プレート１４ｃを
備えている。可動ビーム１４ｂは固定ビーム１４ａに沿ってＹ軸方向に移動し、移動プレ
ート１４ｃは可動ビーム１４ｂに沿ってＸ軸方向に移動する。搭載ヘッド１５は移動プレ
ート１４ｃに取り付けられており、可動ビーム１４ｂがＹ軸方向に移動し、移動プレート
１４ｃがＸ軸方向に移動することで、基台１１の上方をＸＹ面内（水平面内）方向に移動
する（図２中に示す矢印Ｃ）。
【００２６】
　図８において、搭載ヘッド１５は下方に延びた複数のノズル取付け軸５１を備えている
。各ノズル取付け軸５１の下端にはノズル５２が着脱自在に取り付けられている。ノズル
５２はノズル取付け軸５１の下端に着脱される着脱部５２ａと、着脱部５２ａから下方に
延びた管部５２ｂと、着脱部５２ａと管部５２ｂの間に設けられた円盤状の鍔部５２ｃと
を有している。ノズル取付け軸５１の内部には負圧供給路が形成されており、その負圧供
給路内に負圧が供給されると、ノズル５２の管部５２ｂの下端に真空吸着力が発生する。
【００２７】
　搭載ヘッド１５は、ノズル取付け軸５１を昇降させるノズル取付け軸昇降部１５ａを備
えている（図８）。ノズル取付け軸昇降部１５ａはノズル取付け軸５１ごとに設けられて
いる。ノズル取付け軸昇降部１５ａによってノズル取付け軸５１を昇降させることにより
、ノズル取付け軸５１に装着されたノズル５２で部品を搭載する作業や、ノズル取付け軸
５１に装着されるノズル５２の交換作業を行う。
【００２８】
　図１において、ノズル交換台１６は基台１１上に設けられている。ノズル交換台１６は
、図９（ａ），（ｂ）および図１０（ａ），（ｂ）に示すように、交換用の複数のノズル
５２を保持することができる。
【００２９】
　図９（ａ），（ｂ）、図１０（ａ），（ｂ）および図１１において、ノズル交換台１６
は、ベース部６１、シャッタユニット６２、切替えシリンダ６３および切替え位置センサ
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６４を備えている。ベース部６１は基台１１上に取り付けられており、マトリクス状に配
置された複数のノズル挿入孔６１Ｈを備えている。
【００３０】
　図１１において、各ノズル挿入孔６１Ｈは、上面に開口した円孔から成る。各ノズル挿
入孔６１Ｈの内径は、ノズル５２の管部５２ｂの外径よりも大きく、かつ、鍔部５２ｃの
外径よりも小さい寸法を有している。
【００３１】
　図９（ａ），（ｂ）、図１０（ａ），（ｂ）および図１１において、シャッタユニット
６２は、矩形平板状の部材から成るシャッタ板６２Ｔを上部に有している。シャッタユニ
ット６２はその全体が、ベース部６１に対してＸ軸方向に相対移動自在な構成となってい
る。
【００３２】
　図１１において、シャッタ板６２Ｔには、Ｘ軸方向に延びた複数のシャッタ溝６２Ｍが
形成されている。各シャッタ溝６２Ｍの溝幅Ｗは、ノズル５２の着脱部５２ａの外径より
も大きく、かつ、ノズル５２の鍔部５２ｃの外径よりも小さい寸法を有している。
【００３３】
　図１１において、各シャッタ溝６２Ｍは、そのシャッタ溝６２Ｍの溝幅Ｗよりも大径の
複数の逃がし孔６２Ａを有している。各シャッタ溝６２Ｍの逃がし孔６２Ａの数は、ベー
ス部６１のノズル挿入孔６１ＨがＸ軸方向に並んだ数（ここでは８つ）と一致し、隣接す
る逃がし孔６２Ａ同士の間隔は、隣接するノズル挿入孔６１Ｈの間隔と一致している。各
逃がし孔６２Ａの内径Ｄは、ノズル５２の鍔部５２ｃの外径よりも大きい寸法を有してい
る。
【００３４】
　シャッタユニット６２は、閉位置（図９（ａ）および図１０（ａ））と開位置（図９（
ｂ）および図１０（ｂ））と間で移動可能である。ここで、「閉位置」とは、逃がし孔６
２Ａの中心とノズル挿入孔６１Ｈの中心とが平面視において一致せず、ノズル挿入孔６１
Ｈの一部がシャッタ板６２Ｔの一部によって覆われる位置である。シャッタユニット６２
が閉位置に位置した状態では、ノズル挿入孔６１Ｈへのノズル５２の挿入が不能であると
ともに、ノズル挿入孔６１Ｈに挿入されたノズル５２をノズル挿入孔６１Ｈから上方へ引
き抜くことも不能である。
【００３５】
　一方、「開位置」とは、逃がし孔６２Ａの中心とノズル挿入孔６１Ｈの中心とが平面視
において一致することによって、ノズル挿入孔６１Ｈの全部がシャッタ板６２Ｔによって
覆われない位置である。シャッタユニット６２が開位置に位置した状態では、ノズル挿入
孔６１Ｈへのノズル５２の挿入が可能であるとともに、ノズル挿入孔６１Ｈに挿入された
ノズル５２を上方へ引き抜くことも可能である。
【００３６】
　図９（ａ），（ｂ）、図１０（ａ），（ｂ）および図１１において、切替えシリンダ６
３は、ベース部６１の側面に取り付けられている。切替えシリンダ６３のピストンロッド
６３ａはＸ軸方向に延びており、その先端部には上方に延びた操作部材６３ｂが設けられ
ている。操作部材６３ｂは、シャッタユニット６２の側方に設けられた被係合部６２Ｋと
係合している。
【００３７】
　シャッタユニット６２が閉位置に位置している状態で、切替えシリンダ６３がピストン
ロッド６３ａを後退方向に作動させると、操作部材６３ｂが被係合部６２Ｋを切替えシリ
ンダ６３側に引き寄せる。これによりシャッタユニット６２は閉位置から開位置に移動す
る（図９（ａ）→図９（ｂ）および図１０（ａ）→図１０（ｂ））。一方、シャッタユニ
ット６２が開位置に位置している状態で、切替えシリンダ６３がピストンロッド６３ａを
前進方向に作動させると、シャッタユニット６２は閉位置に復帰する（図９（ｂ）→図９
（ａ）および図１０（ｂ）→図１０（ａ））。
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【００３８】
　図９（ａ），（ｂ）、図１０（ａ），（ｂ）および図１１において、切替え位置センサ
６４はベース部６１に設けられている。切替え位置センサ６４は、検査光をＹ軸方向に投
光する投光部６４ａと、投光部６４ａが投光した検査光を受光し得る位置に配置された受
光部６４ｂを備えている。
【００３９】
　図９（ａ），（ｂ）、および図１１において、シャッタ板６２Ｔの下面側には、遮蔽部
材６５が下方に延びて設けられている。遮蔽部材６５は、シャッタユニット６２が閉位置
に位置した状態では検査光を遮り（図９（ａ）および図１０（ａ））、シャッタユニット
６２が開位置に位置した状態では検査光を遮らない（図９（ｂ）および図１０（ｂ））位
置に位置する。このため切替え位置センサ６４は、受光部６４ｂが検査光を受光しないこ
とをもってシャッタユニット６２が閉位置に位置している状態を検知し、受光部６４ｂが
検査光を受光することをもってシャッタユニット６２が開位置に位置している状態を検出
する。
【００４０】
　本実施の形態において、シャッタユニット６２における閉位置と開位置はそれぞれノズ
ル交換台１６の可動部であるシャッタユニット６２の動作完了位置に相当し、切替えシリ
ンダ６３は、シャッタユニット６２を動作完了位置に位置させるように動作するアクチュ
エータとなっている。そして、切替え位置センサ６４は、アクチュエータ（切替えシリン
ダ６３）によって可動部（シャッタユニット６２）が動作完了位置（閉位置および開位置
）に変位（位置）したことを検出する可動部検出部となっている。
【００４１】
　図１において、タッチパネル１７は部品実装装置１における作業者ＯＰから操作し得る
位置に設けられている。タッチパネル１７は部品実装装置１に対して作業者ＯＰが入力操
作を行う入力部および部品実装装置１から作業者ＯＰに対して所要の通知が行われる通知
部として機能する。
【００４２】
　図１において部品実装装置１が備える制御装置７０は、図１２に示すように、少なくと
も、基板搬送コンベア１２、トレイフィーダ１３、ヘッド移動機構１４、搭載ヘッド１５
、ノズル交換台１６およびタッチパネル１７の各動作を制御する。具体的には、制御装置
７０は、基板搬送コンベア１２の動作を制御して基板ＫＢの搬送と位置決めを行い、トレ
イフィーダ１３を制御して、部品供給位置１３Ｋへの部品ＢＨの供給を行う。また制御装
置７０は、ヘッド移動機構１４の動作を制御して搭載ヘッド１５を移動させ、搭載ヘッド
１５の動作を制御してノズル５２に部品ＢＨを吸着させる。また制御装置７０は、ノズル
交換台１６の動作を制御してシャッタユニット６２を開閉させ、タッチパネル１７の動作
を制御して所要の情報を作業者ＯＰに通知する。
【００４３】
　本実施の形態における部品実装装置１では、部品実装装置１が備える複数のモータやシ
リンダ等のアクチュエータを制御装置７０が作動させることによってそのアクチュエータ
に対応する可動部が変位し、その可動部の変位（移動、回転、揺動等）によって所要の作
業がなされる。この際、各アクチュエータは、対応する可動部が目標とする動作完了位置
に変位するように動作するが、アクチュエータの動作完了は、可動部が可動部検出部によ
って検出されることで判断される。
【００４４】
　図１２において、制御装置７０はセンサ監視部７１と、運転モード切替え部７２とを備
えている。センサ監視部７１は、トレイフィーダ１３における可動部検出部であるテーブ
ル検出センサ４３、引出し完了センサ４７および収納完了センサ４８と、ノズル交換台１
６のシャッタユニット６２における可動部検出部である切替え位置センサ６４のそれぞれ
についての出力を常時監視しており、これらセンサの動作に異常が発見された場合には、
その旨を、タッチパネル１７を介して作業者ＯＰに通知する。
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【００４５】
　運転モード切替え部７２は、作業者ＯＰが操作するタッチパネル１７からの入力に基づ
いて運転モードを設定する機能を有する。本実施の形態では、作業者ＯＰは、タッチパネ
ル１７から運転モード切替え部７２に対して所要の操作を行うことによって、トレイフィ
ーダ１３とノズル交換台１６それぞれの運転モードを、第１の運転モード（通常運転モー
ド）または第２の運転モード（縮退運転モード）に設定できるようになっている。第２の
運転モードは、センサの動作に異常が発見された場合に対応した運転モードである。第１
の運転モードと第２の運転モードについては後述する。
【００４６】
　部品実装装置１が基板ＫＢに部品ＢＨを搭載する場合には、先ず、外部から送られてき
た基板ＫＢを基板搬送コンベア１２により受け取って作業位置に位置決めする。基板ＫＢ
を作業位置に位置決めしたら、トレイフィーダ１３が作動して、供給しようとする部品Ｂ
Ｈが収納されたトレイ３２（パレット３１）を部品供給位置１３Ｋに位置させる。
【００４７】
　トレイフィーダ１３が部品供給位置１３Ｋにトレイ３２（パレット３１）を位置させた
ら、制御装置７０は、ヘッド移動機構１４を作動させて搭載ヘッド１５をトレイフィーダ
１３の上方に位置させる。そして、搭載ヘッド１５はノズル取付け軸５１を下降させると
ともに、ノズル５２の下端に真空吸着力を発生させることによって、ノズル５２の下端に
部品ＢＨを吸着させる。ノズル５２の下端に部品ＢＨを吸着させたら、搭載ヘッド１５が
基板ＫＢの上方に移動し、ノズル取付け軸５１を下降させることによって、部品ＢＨを基
板ＫＢ上の目標搭載部位に搭載する。
【００４８】
　部品実装装置１は、このような部品搭載動作を繰り返し行う部品搭載作業を実行するこ
とによって実装基板を生産するが、部品搭載作業を実行する過程において、吸着しようと
する部品ＢＨの大きさや形状等に応じてノズル５２の交換が必要となる場合がある。この
場合、制御装置７０は、搭載ヘッド１５をノズル交換台１６の上方に移動させ、切替えシ
リンダ６３を作動させてシャッタユニット６２を開位置と閉位置との間で位置切替えをし
ながら、ノズル取付け軸５１を昇降させることによって、ノズル５２の交換作業を実行す
る。
【００４９】
　具体的には、制御装置７０は、ノズル取付け軸５１からノズル５２を取り外す場合には
、搭載ヘッド１５をノズル交換台１６の上方に移動させたうえで、シャッタユニット６２
を開位置から開位置に切り替える。そして、ノズル取付け軸５１の上下中心軸をノズル交
換台１６のノズル挿入孔６１Ｈの上下中心軸に一致させたうえで、ノズル取付け軸５１を
下降させる。このノズル取付け軸５１の下降時には、ノズル５２の鍔部５２ｃはシャッタ
ユニット６２のシャッタ板６２Ｔの逃がし孔６２Ａを通過するので、ノズル５２の管部５
２ｂはノズル挿入孔６１Ｈに挿入される。
【００５０】
　ノズル５２の管部５２ｂがノズル挿入孔６１Ｈに挿入されたら、シャッタユニット６２
を閉位置に切り替えて、ノズル取付け軸５１を上方に引き上げる。このときノズル５２の
鍔部５２ｃはシャッタ板６２Ｔの下方に位置しており、シャッタ板６２Ｔと干渉して上方
への移動が妨げられる。このため、ノズル５２はノズル交換台１６に残留し、ノズル取付
け軸５１からノズル５２が取り外される。
【００５１】
　一方、ノズル取付け軸５１にノズル５２を取り付ける場合には、制御装置７０は先ず、
搭載ヘッド１５をノズル交換台１６の上方に移動させる。そして、ノズル取付け軸５１の
上下中心軸をノズル５２の上下中心軸に一致させた状態で、ノズル取付け軸５１を下降さ
せる。これによりノズル取り付け軸５１の下端にノズル５２の着脱部５２ａが取り付けら
れたら、制御装置７０は、シャッタユニット６２を開位置に位置させたうえで、ノズル取
付け軸５１を上方へ引き上げる。このとき、シャッタ板６２Ｔの下方に位置していたノズ
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ル５２の鍔部５２ｃはシャッタ板６２Ｔの逃がし孔６２Ａを上方に通過するので、ノズル
５２はノズル取付け軸５１とともに引き上げられ、ノズル５２はノズル取付け軸５１に取
り付けられた状態となる。
【００５２】
　制御装置７０は、上記のようにしてノズル取付け軸５１へのノズル５２の着脱を行う際
には、シャッタユニット６２を閉位置或いは開位置に位置させる。シャッタユニット６２
を開位置側に移動させたときには、シャッタユニット６２がその動作完了位置である開位
置に位置した状態となっているかどうかを切替え位置センサ６４からの出力によって検知
し、シャッタユニット６２を閉位置側に移動させたときには、シャッタユニット６２がそ
の動作完了位置である閉位置に位置した状態となっているかどうかを切替え位置センサ６
４からの出力によって検知するようになっている。
【００５３】
　次に、第１の運転モード（通常運転モード）と第２の運転モード（縮退運転モード）に
ついて説明する。第１の運転モードは、可動検出部が可動部を検出することによって（可
動部検出部から出力される検出情報に基づいて）アクチュエータの動作完了を判断する運
転モードであり、第２の運転モードは、可動部検出部による検出結果を無視して（若しく
は参照することなく）アクチュエータの動作完了を判断する運転モードである。これら第
１の運転モードと第２の運転モードは、前述したように、作業者ＯＰがタッチパネル１７
を操作して設定および切替えすることができる。
【００５４】
　先ず、図１３のフローチャートに基づいて、部品ＢＨを収納したトレイ３２を保持する
パレット３１を部品供給位置１３Ｋに位置させる動作（パレットセット動作）を第１の運
転モードで実行する場合のトレイフィーダ１３の動作手順を説明する。
【００５５】
　制御装置７０は、トレイフィーダ１３のパレットセット動作を第１の運転モードで行う
場合には、先ず、昇降モータ４２ｄを制御し、テーブル移動用ボール螺子４２ｂを作動さ
せることによって、パレット支持テーブル４１を目的とするパレット収納部２２Ｈの高さ
に移動させる（ステップＳＴ１）。このとき制御装置７０は、パレット支持テーブル４１
を目的とするパレット収納部２２Ｈの高さに位置させるのに必要な回転量だけ、昇降モー
タ４２ｄを回転させる。
【００５６】
　制御装置７０は、パレット支持テーブル４１を目的とするパレット収納部２２Ｈの高さ
に移動させたら、係止ロッド４４をパレット収納部２２Ｈ内のパレット３１に係止させる
（ステップＳＴ２）。制御装置７０はこの動作を、パレット操作モータ４５を制御し、係
止ロッド４４をパレット支持テーブル４１の後側に移動させることによって行う。このと
き制御装置７０は、係止ロッド４４を収納完了位置に位置させるのに必要な規定の回転量
だけ、パレット操作モータ４５を回転させる。
【００５７】
　制御装置７０は、係止ロッド４４をパレット収納部２２Ｈ内のパレット３１に係止させ
たら、パレット３１をパレット支持テーブル４１上に引き出す（ステップＳＴ３。図６（
ａ）中に示す矢印Ｂ１）。制御装置７０はこの動作を、パレット操作モータ４５を制御し
て係止ロッド４４をパレット支持テーブル４１の前側に移動させることによって行う。こ
のとき制御装置７０は、係止ロッド４４を引出し完了位置に位置させるのに必要な規定の
回転量だけ、パレット操作モータ４５を回転させる。
【００５８】
　制御装置７０は、ステップＳＴ３で、パレット操作モータ４５を規定の回転量だけ回転
させたら、係止ロッド４４が動作完了位置である引出し完了位置に位置しているかどうか
の判断を行う（ステップＳＴ４）。この判断は、係止ロッド４４が動作完了位置（引出し
完了位置）に位置した状態が引出し完了センサ４７によって検出されているか否かに基づ
いて行う。
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【００５９】
　制御装置７０は、ステップＳＴ４において、係止ロッド４４が動作完了位置（引出し完
了位置）に位置していると判断した場合には、パレット３１の引出しが正常に行われたと
し、次いで、パレット支持テーブル４１を動作完了位置である部品供給位置１３Ｋへ移動
させる（ステップＳＴ５。図６（ｂ）中に示す矢印Ａ１）。制御装置７０はこの動作を、
昇降モータ４２ｄを制御してパレット支持テーブル４１を上昇させることによって行う。
このとき制御装置７０は、パレット支持テーブル４１を動作完了位置（部品供給位置１３
Ｋ）に位置させるのに必要な規定の回転量だけ、昇降モータ４２ｄを回転させる。
【００６０】
　制御装置７０は、ステップＳＴ５で、昇降モータ４２ｄを規定の回転量だけ回転させた
ら、パレット支持テーブル４１が、動作完了位置である部品供給位置１３Ｋに位置してい
るかどうかの判断を行う（ステップＳＴ６）。この判断は、パレット支持テーブル４１が
部品供給位置１３Ｋに位置している状態がテーブル検出センサ４３によって検出されてい
るか否かに基づいて行う。制御装置７０は、ステップＳＴ６において、パレット支持テー
ブル４１が部品供給位置１３Ｋに位置していると判断した場合には、パレット支持テーブ
ル４１の部品供給位置１３Ｋへの移動が正常に行われたとして、パレットセット動作を終
了する。
【００６１】
　一方、制御装置７０は、ステップＳＴ４において、係止ロッド４４が動作完了位置（引
出し完了位置）に位置していないと判断した場合には、部品実装装置１の動作を停止させ
るとともに、タッチパネル１７等を通じて、係止ロッド４４の動作制御系にエラーが発生
している旨を作業者ＯＰに通知する（ステップＳＴ７）。ステップＳＴ４において、係止
ロッド４４が引出し完了位置に位置しないケースとしては、パレット３１がマガジン２２
内で引っ掛かって出てこない場合、パレット操作モータ４５が故障等により回転しなかっ
た場合、ロッド移動機構４６に不具合が発生した場合等があり得る。
【００６２】
　同様に、制御装置７０は、ステップＳＴ６において、パレット支持テーブル４１が部品
供給位置１３Ｋに位置していないと判断した場合には、部品実装装置１の動作を停止させ
るとともに、タッチパネル１７等を通じて、パレット支持テーブル４１の動作制御系にエ
ラーが発生している旨を作業者ＯＰに通知する（ステップＳＴ７）。ステップＳＴ６にお
いて、パレット支持テーブル４１が部品供給位置１３Ｋに位置しないケースとしては、昇
降モータ４２ｄが故障等により回転しなかった場合や、昇降モータ４２ｄの回転を伝達す
る部材に不具合が発生した場合等があり得る。
【００６３】
　次に、図１４のフローチャートに基づいて、部品供給位置１３Ｋに位置させていたパレ
ット３１をトレイフィーダ１３の中の空いているパレット収納部２２Ｈ（通常は、そのパ
レット３１が収納されていた元のパレット収納部２２Ｈ）に収納させる動作（パレット収
納動作）を第１の運転モードで実行する場合のトレイフィーダ１３の動作手順を説明する
。
【００６４】
　制御装置７０は、トレイフィーダ１３のパレット収納動作を第１の運転モードで行う場
合には、先ず、昇降モータ４２ｄを制御し、テーブル移動用ボール螺子４２ｂを作動させ
ることによって、パレット支持テーブル４１を目的とするパレット収納部２２Ｈの高さに
移動させる（ステップＳＴ１１）。このとき制御装置７０は、パレット支持テーブル４１
を目的とするパレット収納部２２Ｈの高さに位置させるのに必要な回転量だけ、昇降モー
タ４２ｄを回転させる。
【００６５】
　制御装置７０は、パレット支持テーブル４１を目的とするパレット収納部２２Ｈの高さ
に移動させたら、パレット３１をパレット支持テーブル４１からパレット収納部２２Ｈに
収納する（ステップＳＴ１２）。制御装置７０はこの動作を、パレット操作モータ４５を
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制御し、係止ロッド４４をパレット支持テーブル４１の後側に移動させることによって行
う（図７（ａ）→図７（ｂ））。このとき制御装置７０は、係止ロッド４４を収納完了位
置に位置させるのに必要な規定の回転量だけ、パレット操作モータ４５を回転させる。
【００６６】
　制御装置７０は、ステップＳＴ１２で、パレット操作モータ４５を規定の回転量だけ回
転させたら、係止ロッド４４が動作完了位置である収納完了位置に位置しているかどうか
の判断を行う（ステップＳＴ１３）。この判断は、係止ロッド４４が動作完了位置（収納
完了位置）に位置した状態が収納完了センサ４８によって検出されているか否かに基づい
て行う。
【００６７】
　制御装置７０は、ステップＳＴ１３において、係止ロッド４４が動作完了位置（収納完
了位置）に位置していると判断した場合には、パレット３１の収納が正常に行われたとし
、次いで、係止ロッド４４を元の位置（引出し完了位置）に戻す（ステップＳＴ１４）。
制御装置７０はこの動作を、パレット操作モータ４５を制御して係止ロッド４４を動作完
了位置（引出し完了位置）に移動させることによって行う。このとき制御装置７０は、係
止ロッド４４を引出し完了位置に位置させるのに必要な規定の回転量だけ、パレット操作
モータ４５を回転させる。
【００６８】
　制御装置７０は、ステップＳＴ１４で、パレット操作モータ４５を規定の回転量だけさ
せたら、係止ロッド４４が、動作完了位置である引出し完了位置に位置しているかどうか
の判断を行う（ステップＳＴ１５）。この判断は、係止ロッド４４が動作完了位置（引出
し完了位置）に位置している状態が引出し完了センサ４７によって検出されているかどう
かに基づいて行う。制御装置７０は、ステップＳＴ１５において、係止ロッド４４が動作
完了位置（引出し完了位置）に位置していると判断した場合には、係止ロッド４４の戻し
動作が正常に行われたとして、パレット収納動作を終了する。
【００６９】
　一方、制御装置７０は、ステップＳＴ１３において、係止ロッド４４が収納完了位置に
位置していないと判断した場合には、部品実装装置１の動作を停止させるとともに、タッ
チパネル１７等を通じて、係止ロッド４４の動作制御系にエラーが発生している旨を作業
者ＯＰに通知する（ステップＳＴ１６）。また、制御装置７０は、ステップＳＴ１５にお
いて、係止ロッド４４が元の位置（引出し完了位置）に位置していないと判断した場合に
も、部品実装装置１の動作を停止させるとともに、タッチパネル１７等を通じて、係止ロ
ッド４４の動作制御系にエラーが発生している旨を作業者ＯＰに通知する（ステップＳＴ
１６）。
【００７０】
　なお、ステップＳＴ１３において、係止ロッド４４が収納完了位置に位置しないケース
としては、パレット３１がマガジン２２のパレット収納部２２Ｈの側面等に引っ掛かって
パレット３１が収納されない場合、パレット操作モータ４５が故障等により回転しなかっ
た場合、ロッド移動機構４６に不具合が発生した場合等があり得る。また、ステップＳＴ
１５において、係止ロッド４４が引出し完了位置に位置しないケースとしては、パレット
３１がマガジン２２内で引っ掛かって出てこない場合、パレット操作モータ４５が故障等
により回転しなかった場合、ロッド移動機構４６に不具合が発生した場合等があり得る。
【００７１】
　このように本実施の形態のトレイフィーダ１３は、アクチュエータ（昇降モータ４２ｄ
、パレット操作モータ４５）によって変位する可動部（パレット支持テーブル４１、係止
ロッド４４）を有する複数の可動部駆動機構を連携させながらパレットセット動作やパレ
ット収納動作を行うようにしている。トレイフィーダ１３は、第１の運転モードの場合、
一方の可動部駆動機構の動作が確実に行われたことを可動部検出部（テーブル検出センサ
４３、引出し完了センサ４７、収納完了センサ４８）で検出した後、他の可動部駆動機構
を作動させるようにしている。従って第１の運転モードでは、複数の可動部駆動機構の連
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携動作の信頼が非常に高い。
【００７２】
　次に、図１５のフローチャートに基づいて、ノズル交換台１６において、閉位置に位置
しているシャッタユニット６２を開位置に移動させる動作（開動作）を第１の運転モード
（通常運転モード）で実行する場合のノズル交換台１６の動作手順を説明する。
【００７３】
　制御装置７０は、シャッタユニット６２の開動作を第１の運転モードで行う場合には、
先ず、シャッタユニット６２を開位置に移動させる動作を開始する（ステップＳＴ２１）
。制御装置７０は、このシャッタユニット６２を開位置に移動させる動作を、切替えシリ
ンダ６３のピストンロッド６３ａが、被係合部６２Ｋが切替えシリンダ６３側に引き寄せ
られる方向に作動するように切替えシリンダ６３のバルブ（図示せず）を作動させること
によって行う。
【００７４】
　制御装置７０は、シャッタユニット６２を開位置に移動させる動作を開始してから時間
Ｔ１が経過するまで待つ（ステップＳＴ２２）。時間Ｔ１は、シャッタユニット６２が開
位置に到達するまでの時間のバラツキを考慮し、シャッタユニット６２が開位置に確実に
到達しているであろうと思われる時間に設定される。
【００７５】
　制御装置７０は、ステップＳＴ２２で切替えシリンダ６３の動作完了待ちを行ったら、
シャッタユニット６２が開位置に位置しているかどうかの判断を行う（ステップＳＴ２３
）。この判断は、シャッタユニット６２が動作完了位置である開位置に位置している状態
が切替え位置センサ６４によって検出されているかどうかに基づいて行う。
【００７６】
　制御装置７０は、ステップＳＴ２３において、シャッタユニット６２が開位置に位置し
ていると判断した場合には、シャッタユニット６２の開位置への移動が正常に行われたと
して、シャッタユニット６２の開動作を終了する。また、シャッタユニット６２の開位置
への移動が正常に行われたことが切替え位置センサ６４で確認されたら、ノズル５２が交
換されるノズル取付け軸５１の上昇動作若しくは下降動作が開始される。一方、制御装置
７０は、ステップＳＴ２３において、シャッタユニット６２が開位置に位置していないと
判断した場合には、部品実装装置１の動作を停止させるとともに、タッチパネル１７等を
通じて、シャッタユニット６２の動作制御系にエラーが発生している旨を作業者ＯＰに通
知する（ステップＳＴ２４）。
【００７７】
　次に、図１６のフローチャートに基づいて、ノズル交換台１６において、開位置に位置
している状態のシャッタユニット６２を閉位置に移動させる動作（閉動作）を第１の運転
モード（通常運転モード）で実行する場合の切替えシリンダ６３の動作手順を説明する。
【００７８】
　制御装置７０は、シャッタユニット６２の閉動作を第１の運転モードで行う場合には、
先ず、シャッタユニット６２を閉位置に移動させる動作を開始する（ステップＳＴ３１）
。制御装置７０は、このシャッタユニット６２を閉位置に移動させる動作を、切替えシリ
ンダ６３のピストンロッド６３ａが、被係合部６２Ｋが切替えシリンダ６３から離れる方
向に作動するように切替えシリンダ６３のバルブを作動させることによって行う。
【００７９】
　制御装置７０は、シャッタユニット６２を閉位置に移動させる動作を開始してから時間
Ｔ２が経過するまで待つ（ステップＳＴ３２）。時間Ｔ２は、シャッタユニット６２が閉
位置に到達するまでの時間のバラツキを考慮し、シャッタユニット６２が閉位置に確実に
到達しているであろうと思われる時間に設定される。なお、時間Ｔ２は前述の時間Ｔ１と
同じであってもよい。
【００８０】
　制御装置７０は、ステップＳＴ３２で切替えシリンダ６３の動作完了待ち行ったら、シ
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ャッタユニット６２が閉位置に位置しているかどうかの判断を行う（ステップＳＴ３３）
。この判断は、シャッタユニット６２が動作完了位置である閉位置に位置した状態が切替
え位置センサ６４によって検出されているかどうかに基づいて行う。
【００８１】
　制御装置７０は、ステップＳＴ３３において、シャッタユニット６２が閉位置に位置し
ていると判断した場合には、シャッタユニット６２の閉位置への移動が正常に行われたと
して、シャッタユニット６２の閉動作を終了する。また、シャッタユニット６２の閉位置
への移動が正常に行われたことが切替え位置センサ６４で確認されたら、ノズル５２が交
換されるノズル取付け軸５１の上昇動作若しくは下降動作が開始される。一方、制御装置
７０は、ステップＳＴ３３において、シャッタユニット６２が閉位置に位置していないと
判断した場合には、部品実装装置１の動作を停止させるとともに、タッチパネル１７等を
通じて、シャッタユニット６２の動作制御系にエラーが発生している旨を作業者ＯＰに通
知する（ステップＳＴ３４）。
【００８２】
　このように本実施の形態の部品実装装置１は、アクチュエータ（切替えシリンダ６３）
によって変位する可動部（シャッタユニット６２）を有する可動部駆動機構を備えている
。そして、可動部駆動機構の動作完了を可動部検出部（切替え位置センサ６４）で検出す
るようになっている。このため、可動部（シャッタユニット６２）とノズル取付け軸５１
の昇降動作との連携を安全かつ確実に行うことができる。
【００８３】
　次に、図１７のフローチャートに基づいて、前述のパレットセット動作を第２の運転モ
ード（縮退運転モード）で行う実行する場合のトレイフィーダ１３の動作手順を説明する
。
【００８４】
　制御装置７０は、トレイフィーダ１３のパレットセット動作を第２の運転モードで行う
場合には、先ず、昇降モータ４２ｄを制御し、テーブル移動用ボール螺子４２ｂを作動さ
せることによって、パレット支持テーブル４１を目的とするパレット収納部２２Ｈの高さ
に移動させる（ステップＳＴ４１）。このとき制御装置７０は、パレット支持テーブル４
１を目的とするパレット収納部２２Ｈの高さに位置させるのに必要な回転量だけ、昇降モ
ータ４２ｄを回転させる。
【００８５】
　制御装置７０は、パレット支持テーブル４１を目的とするパレット収納部２２Ｈの高さ
に移動させたら、係止ロッド４４をパレット収納部２２Ｈ内のパレット３１に係止させる
（ステップＳＴ４２）。制御装置７０はこの動作を、パレット操作モータ４５を制御し、
係止ロッド４４をパレット支持テーブル４１の後側に移動させることによって行う。この
とき制御装置７０は、係止ロッド４４を収納完了位置に位置させるのに必要な規定の回転
量だけ、パレット操作モータ４５を回転させる。
【００８６】
　制御装置７０は、係止ロッド４４をパレット収納部２２Ｈ内のパレット３１に係止させ
たら、パレット３１をパレット支持テーブル４１上に引き出す（ステップＳＴ４３。図６
（ａ）中に示す矢印Ｂ１）。制御装置７０はこの動作を、パレット操作モータ４５を制御
して係止ロッド４４をパレット支持テーブル４１の前側に移動させることによって行う。
このとき制御装置７０は、係止ロッド４４を引出し完了位置に位置させるのに必要な規定
の回転量だけ、パレット操作モータ４５を回転させる。
【００８７】
　制御装置７０は、ステップＳＴ４３で、パレット操作モータ４５を規定の回転量だけ回
転させたら、ステップＳＴ４３で行ったパレット操作モータ４５の回転時の回転量は正常
であったかどうかを判断する（ステップＳＴ４４）。この判断は、例えば、パレット操作
モータ４５が備えるエンコーダが出力しているパレット操作モータ４５の回転量が、係止
ロッド４４を動作完了位置（引出し完了位置）に位置させるのに必要な規定の回転量と合
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致しているか否かに基づいて行う。
【００８８】
　制御装置７０は、ステップＳＴ４４において、パレット操作モータ４５の回転量が正常
であったと判断した場合には、パレット支持テーブル４１上にパレット３１が正常に引き
出されたとみなし、次いで、パレット支持テーブル４１を動作完了位置である部品供給位
置１３Ｋへ移動させる（ステップＳＴ４５。図６（ｂ）中に示す矢印Ａ１）。制御装置７
０はこの動作を、昇降モータ４２ｄを制御してパレット支持テーブル４１を上昇させるこ
とによって行う。このとき制御装置７０は、パレット支持テーブル４１を動作完了位置（
部品供給位置１３Ｋ）に位置させるのに必要な規定の回転量だけ、昇降モータ４２ｄを回
転させる。
【００８９】
　制御装置７０は、ステップＳＴ４５で、昇降モータ４２ｄを規定の回転量だけ回転させ
たら、ステップＳＴ４５で行った昇降モータ４２ｄの回転時の回転量は正常であったかど
うかを判断する（ステップＳＴ４６）。この判断は、例えば、昇降モータ４２ｄが備える
エンコーダが出力している昇降モータ４２ｄの回転量が、パレット支持テーブル４１を動
作完了位置（部品供給位置１３Ｋ）に位置させるのに必要な規定の回転量と合致している
か否かに基づいて行う。そして、制御装置７０は、ステップＳＴ４６において、昇降モー
タ４２ｄの回転量が正常であったと判断した場合には、パレット支持テーブル４１が部品
供給位置１３Ｋに正常に位置したとみなして、パレットセット動作を終了する。
【００９０】
　一方、制御装置７０は、ステップＳＴ４４において、パレット操作モータ４５の回転量
が正常でなかったと判断した場合には、部品実装装置１の動作を停止させるとともに、タ
ッチパネル１７等を通じて、係止ロッド４４の動作制御系にエラーが発生している旨を作
業者ＯＰに通知する（ステップＳＴ４７）。なお、ステップＳＴ４４において、パレット
操作モータ４５の回転量が正常とならないケースとしては、パレット３１がマガジン２２
内で引っ掛かって出てこない場合、パレット操作モータ４５が故障等により回転しなかっ
た場合、ロッド移動機構４６に不具合が発生した場合等があり得る。更には、パレット操
作モータ４５のエンコーダに不具合が生じている場合や、エンコーダの取付け位置が不正
確な場合等もあり得る。
【００９１】
　また、制御装置７０は、ステップＳＴ４６において、昇降モータ４２ｄの回転量が正常
でなかったと判断した場合には、部品実装装置１の動作を停止させるとともに、タッチパ
ネル１７等を通じて、パレット支持テーブル４１の動作制御系にエラーが発生している旨
を作業者ＯＰに通知する（ステップＳＴ４７）。なお、ステップＳＴ４６において、昇降
モータ４２ｄの回転量が正常とならないケースとしては、昇降モータ４２ｄが故障等によ
り回転しなかった場合や、昇降モータ４２ｄの回転を伝達する部材に不具合が発生した場
合等があり得る。更には、昇降モータ４２ｄのエンコーダに不具合が生じている場合や、
エンコーダの取付け位置が不正確な場合等もあり得る。
【００９２】
　次に、図１８のフローチャートに基づいて、前述のパレット収納動作を第２の運転モー
ド（縮退運転モード）で実行する場合のトレイフィーダ１３の動作手順を説明する。
【００９３】
　制御装置７０は、トレイフィーダ１３のパレット収納動作を第２の運転モードで行う場
合には、先ず、昇降モータ４２ｄを制御し、テーブル移動用ボール螺子４２ｂを作動させ
ることによって、パレット支持テーブル４１を目的とするパレット収納部２２Ｈの高さに
移動させる（ステップＳＴ５１）。このとき制御装置７０は、パレット支持テーブル４１
を目的とするパレット収納部２２Ｈの高さに位置させるのに必要な回転量だけ、昇降モー
タ４２ｄを回転させる。
【００９４】
　制御装置７０は、パレット支持テーブル４１を目的とするパレット収納部２２Ｈの高さ
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に移動させたら、パレット３１をパレット支持テーブル４１からパレット収納部２２Ｈに
収納する（ステップＳＴ５２）。制御装置７０はこの動作を、パレット操作モータ４５を
制御し、係止ロッド４４をパレット支持テーブル４１の後側に移動させることによって行
う（図７（ａ）→図７（ｂ））。このとき制御装置７０は、係止ロッド４４を収納完了位
置に位置させるのに必要な規定の回転量だけ、パレット操作モータ４５を回転させる。
【００９５】
　制御装置７０は、ステップＳＴ５２で、パレット操作モータ４５を規定の回転量だけ回
転させたら、ステップＳＴ５２で行ったパレット操作モータ４５の回転時の回転量は正常
であったかどうかを判断する（ステップＳＴ５３）。この判断は、例えば、パレット操作
モータ４５が備えるエンコーダが出力しているパレット操作モータ４５の回転量が、係止
ロッド４４を動作完了位置（収納完了位置）に位置させるのに必要な規定の回転量と合致
しているか否かに基づいて行う。
【００９６】
　制御装置７０は、ステップＳＴ５３において、パレット操作モータ４５の回転量が正常
であったと判断した場合には、パレット３１が正常に収納されたとし、次いで、係止ロッ
ド４４を元の位置（引出し完了位置）に戻す（ステップＳＴ５４）。制御装置７０はこの
動作を、パレット操作モータ４５を制御し、係止ロッド４４をパレット支持テーブル４１
の前側に移動させることによって行う。このとき制御装置７０は、係止ロッド４４を引出
し完了位置に位置させるのに必要な規定の回転量だけ、パレット操作モータ４５を回転さ
せる。
【００９７】
　制御装置７０は、ステップＳＴ５４で、パレット操作モータ４５を規定の回転量だけ回
転させたら、ステップＳＴ５４で行ったパレット操作モータ４５の回転量が正常であった
かどうかを判断する（ステップＳＴ５５）。この判断は、例えば、パレット操作モータ４
５が備えるエンコーダが出力しているパレット操作モータ４５の回転量が、係止ロッド４
４を動作完了位置（引出し完了位置）に位置させるのに必要な規定の回転量と合致してい
るかどうかに基づいて行う。そして、制御装置７０は、ステップＳＴ５５において、パレ
ット操作モータ４５の回転量が正常であったと判断した場合には、係止ロッド４４が正常
に戻されたとして、パレット収納動作を終了する。
【００９８】
　一方、制御装置７０は、ステップＳＴ５３において、パレット操作モータ４５の回転量
が正常でなかったと判断した場合には、部品実装装置１の動作を停止させるとともに、タ
ッチパネル１７等を通じて、係止ロッド４４の動作制御系にエラーが発生している旨を作
業者ＯＰに通知する（ステップＳＴ５６）。なお、ステップＳＴ５３において、係止ロッ
ド４４が収納完了位置に位置しないケースとしては、パレット３１がマガジン２２のパレ
ット収納部２２Ｈの側面等に引っ掛かってパレット３１が収納されない場合、パレット操
作モータ４５が故障等により回転しなかった場合、ロッド移動機構４６に不具合が発生し
た場合等があり得る。更には、パレット操作モータ４５のエンコーダに不具合が生じてい
る場合や、エンコーダの取付け位置が不正確な場合等もあり得る。
【００９９】
　また、制御装置７０は、ステップＳＴ５５において、パレット操作モータ４５の回転量
が正常でなかったと判断した場合には、部品実装装置１の動作を停止させるとともに、タ
ッチパネル１７等を通じて、係止ロッド４４の動作制御系にエラーが発生している旨を作
業者ＯＰに通知する（ステップＳＴ５６）。なお、ステップＳＴ５５において、パレット
操作モータ４５の回転量が正常とならないケースとしては、パレット３１がマガジン２２
内で引っ掛かって出てこない場合、パレット操作モータ４５が故障等により回転しなかっ
た場合、ロッド移動機構４６に不具合が発生した場合等があり得る。更には、パレット操
作モータ４５のエンコーダに不具合が生じている場合や、エンコーダの取付け位置が不正
確な場合等もあり得る。
【０１００】
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　このように、トレイフィーダ１３におけるパレット支持テーブル４１の運転モードが第
２の運転モードに設定されている状態では、可動部検出部（テーブル検出センサ４３）に
よる検出結果を無視して（若しくは参照することなく）、アクチュエータ（昇降モータ４
２ｄ）の動作完了を判断するようになっている。また、トレイフィーダ１３における係止
ロッド４４の運転モードが第２の運転モードに設定されている状態では、可動部検出部（
引出し完了センサ４７および収納完了センサ４８）による検出結果を無視して（若しくは
参照することなく）、アクチュエータ（パレット操作モータ４５）の動作完了を判断する
ようになっている。
【０１０１】
　すなわち、トレイフィーダ１３において可動部（パレット支持テーブル４１、係止ロッ
ド４４）を検出する可動部検出部（テーブル検出センサ４３、引出し完了センサ４７、収
納完了センサ４８）に何らかの不具合が生じて第１の運転モードでの運転が困難な場合は
、緊急的に第２の運転モードで運転が可能なように構成されている。
【０１０２】
　次に、図１９のフローチャートに基づいて、ノズル交換台１６において、前述の開動作
を第２の運転モード（縮退運転モード）で実行する場合のノズル交換台１６の動作手順を
説明する。
【０１０３】
　制御装置７０は、シャッタユニット６２の開動作を第２の運転モードで行う場合には、
先ず、シャッタユニット６２を開位置に移動させる動作を開始する（ステップＳＴ６１）
。制御装置７０は、このシャッタユニット６２を開位置に移動させる動作を、切替えシリ
ンダ６３のピストンロッド６３ａが、被係合部６２Ｋが切替えシリンダ６３側に引き寄せ
られる方向に作動するように切替えシリンダ６３のバルブ（図示せず）を作動させること
によって行う。
【０１０４】
　制御装置７０は、シャッタユニット６２を開位置に移動させる動作を開始してから時間
ＤＴ１が結果するまで待つ（ステップＳＴ６２）。時間ＤＴ１は、シャッタユニット６２
が開位置に到達するまでの時間のバラツキを考慮し、シャッタユニット６２が開位置に確
実に到達しているであろうと思われる時間に設定される。
【０１０５】
　ここで、上記縮退運転時対応の規定の時間「ＤＴ１」は、例えば、通常運転時に設定さ
れる規定の時間「Ｔ１」よりも長く設定される。本実施の形態では時間「Ｔ１」の２倍で
ある時間「２×Ｔ１」とする。時間「ＤＴ１」が経過した時点で、シャッタユニット６２
が開位置に位置したとみなして、シャッタユニット６２の開動作を終了する。また、ステ
ップＳＴ６２で時間ＤＴ１が経過したら、ノズル５２が交換されるノズル取付け軸５１の
上昇動作若しくは下降動作が開始される。
【０１０６】
　次に、図２０のフローチャートに基づいて、ノズル交換台１６において、前述の閉動作
を第２の運転モード（縮退運転モード）で実行する場合のノズル交換台１６の動作手順を
説明する。
【０１０７】
　制御装置７０は、シャッタユニット６２の閉動作を第２の運転モードで行う場合には、
先ず、シャッタユニット６２を閉位置に移動させる動作を開始する（ステップＳＴ７１）
。制御装置７０は、このシャッタユニット６２を閉位置に移動させる動作を、切替えシリ
ンダ６３のピストンロッド６３ａが、被係合部６２Ｋが切替えシリンダ６３から離れる方
向に作動するように切替えシリンダ６３のバルブ（図示せず）を作動させることによって
行う。
【０１０８】
　制御装置７０は、シャッタユニット６２を閉位置に移動させる動作を開始してから時間
ＤＴ２が経過するまで待つ（ステップＳＴ７２）。時間ＤＴ２は、シャッタユニット６２
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が閉位置に到達するまでの時間のバラツキを考慮し、シャッタユニット６２が閉位置に確
実に到達しているであろうと思われる時間に設定される。
【０１０９】
　ここで、上記縮退運転時対応の規定の時間「ＤＴ２」は、例えば、通常運転時に設定さ
れる規定の時間「Ｔ２」よりも長く設定される。本実施の形態では時間「Ｔ２」の２倍で
ある時間「２×Ｔ２」とする。時間「ＤＴ２」が経過した時点で、シャッタユニット６２
が閉位置に位置したとみなして、シャッタユニット６２の閉動作を終了する。また、ステ
ップＳＴ７２で時間ＤＴ２が経過したら、ノズル５２が交換されるノズル取付け軸５１の
上昇動作若しくは下降動作が開始される。
【０１１０】
　このように、ノズル交換台１６におけるシャッタユニット６２の運転モードが第２の運
転モードに設定されている状態では、可動部検出部（切替え位置センサ６４）による検出
結果を無視して（若しくは参照することなく）、アクチュエータ（切替えシリンダ６３）
の動作完了を判断するようになっている。すなわち、切替え位置センサ６４に何らかの不
具合が生じて第１の運転モードでの運転が困難な場合は、緊急的に第２の運転モードで運
転が可能なように構成されている。
【０１１１】
　なお、運転モードの切替えは、センサ監視部７１を通じて或るセンサ（可動部検出部）
について動作の異常が認められる場合、そのセンサを含むユニットや装置全体のアクチュ
エータの運転モードを第２の運転モードに切り替える場合と、異常があることが通知され
たセンサに直接関係する可動部駆動機構についてのみ第２の運転モードに切り替える場合
の２通りの方法が考えられる。前述のトレイフィーダ１３は前者の場合であって、トレイ
フィーダ１３全体を第２の運転モードに切り替えるものであるが、故障を起こした可動部
検出部に直接関係する可動部駆動機構についてのみその動作を第２の運転モードに切り替
えるようにしてもよい。
【０１１２】
　また、通知部としてのタッチパネル１７に、設定されている運転モードが表示されるよ
うになっていることが好ましい。特に、運転モードが第１の運転モードから第２の運転モ
ードに切り替えられた場合には、どの機構部のどの可動部の動作が第２の運転モードで制
御されているかが表示されるようになっていることが好ましい。これにより作業者ＯＰは
、どの可動部が第２の運転モードで制御されているのかを的確に把握でき、故障等の疑い
のあるセンサを早急に修理し、或いは交換等する対策を講じることができる。
【０１１３】
　以上説明したように、本実施の形態における産業用機械装置としての部品実装装置１は
、アクチュエータによって変位する可動部（昇降モータ４２ｄによって変位するパレット
支持テーブル４１、パレット操作モータ４５によって変位する係止ロッド４４および切替
えシリンダ６３によって変位するシャッタユニット６２）と、アクチュエータによって可
動部が動作完了位置に変位したことを検出する可動部検出部（テーブル検出センサ４３、
引出し完了センサ４７、収納完了センサ４８および位置切替えセンサ６４）と、アクチュ
エータを制御する制御部としての制御装置７０を備えている。そして、制御装置７０は、
可動部検出部が可動部を検出することによってアクチュエータの動作完了を判断する第１
の運転モードと、可動部検出部による検出結果を無視して（若しくは参照することなく）
アクチュエータの動作完了を判断する第２の運転モードのいずれかで制御を行うようにな
っている。このため、可動部検出部が正常に動作している通常運転時には第１の運転モー
ドで運転し、可動部検出部が故障等により正常に動作しなくなった場合には第２の運転モ
ードに切り替えるようにすることで、可動部検出部により可動部が動作完了位置に変位し
た状態を検出することができなくなった場合であっても部品実装装置１の運転を継続でき
、生産性の低下を防ぐことができる。
【０１１４】
　これまで本発明の実施の形態について説明してきたが、本発明は上述したものに限定さ
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れず、種々の変形等が可能である。例えば、第１の運転モードのほか、第２の運転モード
でも制御できるアクチュエータの例として、トレイフィーダ１３のパレット支持テーブル
４１を昇降させる昇降モータ４２ｄ、トレイフィーダ１３の係止ロッド４４を移動させる
パレット操作モータ４５およびノズル交換台１６のシャッタユニット６２を位置切替えす
る切替えシリンダ６３を挙げたが、これらは一例に過ぎず、部品実装装置１が備える他の
アクチュエータについても適用することが可能である。
【０１１５】
　また、上述の実施の形態では、本発明が適用される産業用機械装置の例として部品実装
装置１を挙げたが、本発明は部品実装装置１に限られず、アクチュエータによって変位す
る可動部と、アクチュエータによって可動部が動作完了位置に変位したことを検出する可
動部検出部とを備えて構成されるあらゆる産業用機械装置に適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１１６】
　可動部が動作完了位置に変位した状態が検出されなくなった場合であっても運転を継続
できる産業用機械装置を提供する。
【符号の説明】
【０１１７】
　１　部品実装装置（産業用機械装置）
　１３　トレイフィーダ
　１６　ノズル交換台
　１７　タッチパネル（通知部）
　４１　パレット支持テーブル（可動部）
　４２ｄ　昇降モータ（アクチュエータ）（モータ）
　４３　テーブル検出センサ（可動部検出部）
　４５　パレット操作モータ（アクチュエータ）（モータ）
　６２　シャッタユニット（可動部）
　６３　切替えシリンダ（アクチュエータ）（シリンダ）
　６４　切替え位置センサ（可動部検出部）
　７０　制御装置（制御部）
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